
安中市週休２日制現場の試行要領

（農林課、スポーツ課、建築住宅課、上水道工務課所管の工事は除く）

（主旨）

第１条 この要領は、建設業が取り組む「週休２日の定着」を支援するため、受注者の

現場代理人、主任技術者及び監理技術者（以下「技術者等」という。）を週に２日間

休日とし、同時に工事現場を閉所とする「週休２日制現場」の試行にあたり必要な事

項を定める。

（用語の定義）

第２条 「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行った状態

をいい、「完全週休２日」又は「４週８休現場閉所」のいずれかをいう。

２ 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。なお、年末年始の６日

間、夏季休暇の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して

いる期間のほか、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によらず現場閉

所ができない期間等）は含まないものとする。

３ 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工（現場事務所等の建

設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあたってはそれを含む）

の初日をいう。（群馬県建設工事必携参照）

４ 現場閉所とは、労働者の休日及び休暇にかかわらず、現場事務所での書類の作成等

の事務作業も含めて、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態とする。ただ

し、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上最低限必要な作業は実施してもよいも

のとする。また、災害対応等の他現場にやむを得ず出勤した場合でも、当該現場が閉

所されていれば、現場閉所となる。なお、「４週８休現場閉所」に限り、降雨、降雪

等の自然的な事象による計画外の閉所も現場閉所に含むものとする。

５ 「完全週休２日」とは、原則として、対象期間における全ての土曜日及び日曜日を

計画的な休日とし、同時に４週８休以上の現場閉所を達成した状態をいう。

６ 「４週８休現場閉所」とは、対象期間における全ての月において、４週８休以上の

現場閉所を達成した状態をいう。

（試行対象工事）

第３条 週休２日制現場の試行は、安中市が選定する工事を対象とする。ただし、次の



各号に掲げる工事を除く。

（１） 災害応急などの緊急対応工事

（２） 現場施工が２週間未満の工事

（３） その他の理由により、週休２日取得が困難と考えられる工事

（週休２日制の考え方）

第４条 対象期間において、１週間の内２日間、工事現場を閉所とする。この閉所の日

（以下「閉所日」という。）は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、受発

注者の協議により、任意の曜日を設定することもできるものとする。

２ 受注者は、閉所日においては、当該現場に従事する全ての労働者を休日又は休暇と

することを目指すものとする。

３ 達成状況は、次の各号に掲げる状態の区分に応じ、それぞれ当該各号の方法で算出

される対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）により確

認する。

（１） 「完全週休２日」 対象期間内の現場閉所率は、（週休２日の現場閉所を行

った週）÷（対象期間の週）で算出し、現場閉所率が１００％（４週÷４週／

月）にて達成とする。なお、ここでいう「週」とは、日曜日を開始日として土

曜日を終了日とするものとし、対象期間内における土曜日もしくは日曜日が含

まれない週は、その週の対象となる土曜日もしくは日曜日の閉所を行っている

場合に、達成しているものとみなす。

（２） 「４週８休現場閉所」 対象期間内の現場閉所率は、（週休２日の現場閉所

を行った日）÷（対象期間の日数）で算出し、全ての月において、現場閉所率

が２８、５％（８日÷２８日）以上にて達成とする。ただし、暦上の土曜日並

びに日曜日の閉所では２８、５％に満たない月は、対象期間内におけるその月

の土曜日並びに日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休

（２８、５％）以上を達成しているものとみなす。

（対象工事の発注方式等）

第５条 週休２日制現場の発注にあたっては、次に各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める方法で行う。

（１） 発注者指定型 発注時から発注者が週休２日制現場を行うことを指定し、次



のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当する工事をいう。

ア 試行対象工事の発注にあたり、施工条件の明示に週休２日制現場（発注

者指定型）であることを明示し、発注手続きを行うこととする。

イ 当初予定価格から「週休２日」を達成した場合の補正係数を各経費等に乗

じたうえで予定価格を作成するものとする。

ウ 現場閉所の達成状況を確認後、月単位で「４週８休現場閉所」に満たない

ものは、補正分を減額変更する。

（２） 受注者希望型 契約後、受注者が週休２日制現場の適用を希望する場合にお

いて、実施し、次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当する工事をい

う。

ア 試行対象工事の発注にあたり、施工条件の明示に週休２日制現場（受注者

希望型）であることを明示し、発注手続きを行うこととする。

イ 発注者指定型同様、当初予定価格から「週休２日」を達成した場合の補正

係数を各経費等に乗じたうえで予定価格を作成するものとする。

ウ 現場閉所の達成状況を確認後、月単位で「４週８休現場閉所」に満たない

ものは、補正分を減額変更する。また、工事着手前に「週休２日」に取り組

むことについて、受注者が希望しないものについても、補正分を減額変更す

る。

（記載例） 当工事は「週休２日制現場（発注者指定型）」の試行対象工

事である。「週休２日制現場の試行要領」に基づき工事を実施

すること。なお、当工事の工期には、週休２日に対応するため

の日数として、〇日を見込んでいる。

（記載例） 当工事は「週休２日制現場（受注者希望型）」の試行対象工

事であるため、「週休２日制現場の試行要領」に基づき、受注

後速やかに工事打合せ書に希望の有無を記載し、監督員へ提出

すること。なお、当工事の工期には、週休２日に対応するため

の日数として、〇日を見込んでおり、週休２日制現場の適用を

希望しない場合でも、週休２日に対応する分の工期の短縮はし

ないものとする。



（試行方法及び確認方法）

第６条 週休２日制現場の受注者は、工事着手までに速やかに、土曜日並びに日曜日を

基本とする４週８休以上の休日（現場閉所）を見込んだ工事工程表を作成し、監督員

の承諾を得ること。なお、受注者希望型の場合、受注者は、受注後速やかに工事打合

せ書により監督員に「週休２日制現場の適用を希望する」旨の申し出を行うこととす

る。

２ 工事工程表は、別添様式１により作成するものとする。なお、工事工程表に記載す

る工種は、受注者の負担軽減のため、工事契約書に添付する工程表（安中市契約規則

第４４条関連様式第３９号）と同一とする。

３ 発注者は、週休２日制現場の取組により、工期内に工事を完成することができない

と判断した場合は、「建設工事請負契約約款」第２２条の規定により、週休２日制現

場を取り組むために必要な日数分の工期延長を行うものとする。

４ 受注者は、対象期間中「現場閉所と定めた日」にやむを得ない理由により現場作業

を行わなければならない場合、受発注者で協議し、現場閉所日を振替えることができ

るものとする。

５ 現場閉所日の振り替えについては、以下によるものとする。

（１） 完全週休２日 受注者は、土曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合、

事前に監督員と協議のうえ現場閉所日を振り替えることができるものとする。

ただし、振替現場閉所日は、同一週内において設けることを原則とする。な

お、「完全週休２日」においては、降雨、降雪等の自然的な事象による計画外

の現場閉所日の振り替えを認めない。

（２） ４週８休現場閉所 受注者は、設定した現場閉所日に工事等を行おうとする

場合、事前に監督員 と協議のうえ振替現場閉所日を設定することとする。振

替現場閉所日は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とす

る。

６ 週休２日制現場の達成状況は、別添様式１による他、以下の既存書類等により確認

し、受注者の負担軽減に努めることとする。

（参考：確認書類の例）

（１） 工事現場の閉所の状況がわかる書類（出勤簿等）



（２） 企業の休日がわかる書類

（３） ＣＣＵＳの発注者支援機能による週休２日達成状況

（４） 前各号に掲げるもののほかその他休暇の取得状況がわかる書類

(技術者等の他工事との兼務について）

第７条 週休２日制モデル現場の技術者等について、他工事との兼務により週休２日が

確保できない場合は兼務を認めない。

(周辺住民への周知)

第８条 受注者は、対象期間中、別図１「掲示板参考図」を参考にして週休２日制モデ

ル現場であることを記載した掲示板（Ａ３版程度）を工事現場の公衆の見やすいとこ

ろに設置する。なお、この設置に係る経費は、共通仮設費率に含むものとする。

(間接工事費率等の補正)

第９条 「週休２日」の達成状況に応じ、労務費・機械経費（賃料）・共通仮設費率・

現場管理費率、市場単価及び土木工事標準単価について以下補正係数により補正す

る。

１ 補正係数








